
 

富山県災害対応車両導入費補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、災害時に快適な避難所環境を確保するため、県内の法人における

災害対応車両の導入に要する経費に対し、予算の範囲で、補助事業者に補助金を

交付するものとし、その交付については、富山県補助金等交付規則（昭和37年富

山県規則第10号。以下「規則」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「災害対応車両」とは、災害対応車両等登録規程（令和

７年内閣府告示第92号）第２条第１項に規定する車両であって、内閣府の災害対

応車両登録制度の事務取扱要領で定める登録基準を満たすものをいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 この要綱に基づき補助金の交付を申請することができる者は、次に掲げる

要件をすべて満たす法人とする。 

 (1) 富山県内に本店又は支店その他の事業所を有する法人であること。 

 (2) 県と災害時応援協定を締結している者又は交付決定後に、当該協定を締結す

る予定である者であって、災害時において被災者支援を行う意思を有し、平時

においては、県、市町村その他が実施する防災訓練等に協力することが可能で

あること。 

 (3) 県税等を滞納していない者であること。 

 (4) 県が実施する活用状況等の調査に対して、必要な情報を提供する者であるこ

と。 

 (5) 申請者又は申請者の役員等が暴力団等の反社会勢力と関係を有しないもので

あること。 

２ 交付の申請は、１法人につき１件とする。 

 

（交付の対象経費等） 

第４条 補助対象経費、補助率及び補助上限額は、次の表のとおりとする。 

補助対

象経費 
補助対象経費の内訳 補助率 

補助 

限度額 

災害対

応車両

の導入

に要す

る経費 

国の災害対応車両登録制度に登録が可能な仕様

の車両であって、導入後、当該制度に登録するもの

に係る次に掲げる経費の合計額（消費税及び地方消

費税の額を除く。） 

① ベース車両費 

② 付帯設備費 

③ 改造費 

④ 外注費 

 

 

補助対象経

費の５分の

４以内 

 

 

１法人あ

たり 

1,000万円 



 

⑤ 災害時の活用に必要と認められる車両に係る

設備費等 

 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項に係る経費については、補助

対象としないものとする。 

 (1) 交付決定前に発注、購入又は契約等を行ったもの 

 (2) 車両使用のための許認可取得に係る諸経費 

 (3) 人件費及び労務費 

 (4) 車両の運搬費 

 (5) 自社製品、自社施工に係る経費等 

 (6) 印紙、振込手数料及び代引手数料 

 (7) 税金その他これらに類する公課費 

 (8) 社会通念上、県補助金を充当して行う事業の経費として不適切と認められる

もの 

 

（補助金の交付の申請） 

第５条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書（様

式第１号）を知事に提出するものとする。 

２ 補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 (1) 事業計画書（様式第２号） 

 (2) 収支予算書（様式第３号） 

 (3) 事業に係る見積書 

 (4) 誓約書（様式第４号） 

 (5) 申請者の概要が分かる書類（決算書、規約、定款、組織図等） 

 (6) その他参考資料 

  

（補助金の交付の条件） 

第６条 補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 補助事業者は、補助金交付申請の採択後、速やかに、県と災害時応援協定の

締結に向けた協議を行うこと。 

 (2) 平時においては、災害対応車両を、災害対応力の維持・向上、防災に関する

普及啓発その他本補助事業の目的に反しない範囲において、業務その他の各種

活動に効率的かつ有効に活用するものとする。また、防災に関する普及啓発を

図るため、イベントその他の機会において当該車両を活用するとともに、県の

要請に基づき防災訓練等に参加するものとする。 

 (3) 災害時は、県の要請に基づき、災害対応車両を派遣し被災者支援活動を行う

こと。 

 (4) 災害対応車両については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40

年大蔵省令第15号）に基づく耐用年数又は５年のいずれか長い期間以上所有す

るものとする。また当該期間中は合理的な理由がある場合を除き、国の災害対

応車両登録制度への登録を継続するとともに、県との災害時応援協定を締結（継

続）していること。 

 (5) 災害対応車両については、原則として富山県内で運用及び管理すること。た

だし、他県での被災者支援等の必要と認められる場合においてはこの限りでは



 

ない。 

 (6) 補助事業の内容を変更する場合においては、補助金変更承認申請書（様式第

５号）に、次に掲げる書類を添付して知事に提出し、その承認を受けること。

ただし、次条に規定する軽微な変更については、この限りではない。 

ア 事業計画書（変更）（様式第６号） 

イ 収支予算書（様式第７号） 

ウ 事業に係る見積書 

エ その他参考資料 

 (7) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

 (8) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難と

なった場合においては、速やかに、その理由及び補助事業の遂行状況を記載し

た書面を知事に提出して、その指示を受けること。 

 (9) 補助事業にかかる収支の状況を明らかにした帳簿、証拠書類等を整理し、補

助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しておくこと。 

(10) 補助事業者は、国又は県の会計検査その他の検査を受ける場合があることを

承知し、当該検査に対し、必要な帳簿書類の提出その他の求めに誠実に対応す

ること。 

(11) 補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完

了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付

の目的に従ってその効率的な運営を図ること。 

 

（軽微な変更） 

第７条 前条第６号ただし書の規定による軽微な変更は、次に掲げる変更以外のも

のとする。 

 (1) 県費補助金の増額又は20％以上の減額をすること。 

 (2) 補助事業に要する経費配分のうち、各経費区分間の20％以上の金額の変更を

すること。 

  

（実績報告） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、実績報告書（様式第８号）に、

次に掲げる書類を添付して、知事に提出するものとする。 

 (1) 事業実績書（様式第９号） 

 (2) 収支決算書（様式第10号） 

 (3) 支出したことを証する書類 

 (4) その他参考資料（整備写真等） 

２ 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日若しくは補助事業の廃止の承認

を受けた日から起算して30日以内又は令和９年２月26日のいずれか早い日までと

する。 

 

（補助金の額の確定） 

第９条 知事は、前条第１項の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査

し、適当と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、補助金の交付の決定を

受けた補助事業者に通知するものとする。 

２ 補助金の確定額は、補助事業の実支出額に第３条で定める補助率を乗じて得た



 

額又は交付決定額のうち、いずれか低い額とする。ただし、千円未満を切り捨て

た額で交付するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第10条 前条第１項による通知を受けた補助事業者は、補助金請求書（様式第11号）

によって知事に補助金の請求をしなければならない。 

 

（交付決定の取り消し） 

第11条 知事は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するもの

と認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

 (1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 補助事業の目的を達成しえなかったとき。 

 (3) 補助事業の実施において、著しく社会的妥当性を欠く行為があったと認めら

れるとき。 

 (4) その他、この要綱の定めに違反したとき。 

 

（補助金の返還） 

第12条 知事は前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されている場合は、期限を定め

て、当該補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（成果のとりまとめ） 

第13条 事業完了後の補助事業の成果を報告するため、補助事業の完了した日の属

する会計年度の終了後３年間、当該年度の３月末の状況を翌年度の４月末までに

実施状況報告書（様式第12号）により知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、補助事業の成果について、必要があると認める場合は、補助事業者に

成果を発表させることができる。 

 

（財産の処分の制限） 

第14条 取得財産等のうち、規則第19条第１項第２号に定める知事が指定する財産

は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財

産とし、規則第19条第１項第３号に定める知事が指定する財産は、船舶、航空機、

浮標、浮さん橋及び浮ドツク並びにその従物とする。 

２ 規則第19条第１項に定める財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定められている耐用年数に準

じるものとする。 

３ 補助事業者は、処分を制限された前項の財産の処分を行うときは、あらかじめ

財産処分承認申請書（様式第13号）により知事に申請し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

４ 知事は、前項の承認をした補助事業者に対し、取得財産等の残存価値額又は取

得財産等を処分することにより得た収入の全部又は一部を県に納付させることが

できる。 

 

附 則 



 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


